
６杉監査NO.28

１  日    時 　令和６年９月２日（月）　午前９時５８分～１２時１１分

２  場    所 　監 査 委 員 室

３  出 席 者   　池田委員　　内山委員　　若原委員　　藤本委員

　事務局長　　事務局次長代理　　事務局職員３名

４  議    題 　

（１）

ア

・

イ

・

（２）

・

（３）

・

　令和６年度　財政援助団体等監査実施団体の選定について

　事務局から説明を受け、審議した結果、監査実施団体（①補助金等交付団体
（66団体）、②出資団体（３団体）、③指定管理者（５団体））を決定するとと
もに、監査委員による実地監査対象団体（３団体）、監査委員事務局職員による
実地調査対象団体（３団体）及び公認会計士による会計書類調査対象団体（３団
体）を決定し、議長、区長及び教育委員会に通知することとした。

　監査委員月間予定表（令和６年９月～令和７年４月）について

　事務局から説明を受け、その内容を確認した。

　教育委員会事務局次長（生涯学習担当部長を兼務）から、財政援助団体等監査
資料に基づき、５年度の主な補助金等についての成果と課題について説明を受け
た後、食物アレルギー等のための弁当を持参している児童生徒の保護者に対する
補助の金額、杉並区立小学校ＰＴＡ連合協議会補助金の使途、杉並区指定・登録
文化財の件数・所有者、区立図書館の指定管理者、電子図書の導入、司書資格者
の確保等について質疑を行った。

監 査 委 員 会 議 要 録

　令和６年度　財政援助団体等監査説明聴取について

　区民生活部長（文化・スポーツ担当部長を兼務）及び産業振興センター所長か
ら、財政援助団体等監査資料に基づき、５年度の主な補助金等についての成果と
課題について説明を受けた後、町会・自治会の加入率、まちの絆向上事業助成金
の申請手続、コミュニティふらっとの運営形態、杉並芸術会館の指定管理期間満
了に伴う指定管理者の選定スケジュール、杉並区体育協会（令和６年４月から杉
並区スポーツ協会に名称変更）、商店街チャレンジ戦略支援事業（イベント事
業）の補助対象、公衆浴場燃料費等補助、町会・自治会防犯カメラ設置等補助、
中小企業光熱費高騰緊急対策助成の実績、一般財団法人杉並区交流協会、町会・
自治会専用掲示板設置等補助の交付件数の調整、公益財団法人杉並区スポーツ振
興財団の職員の年度途中等での退職等について質疑を行った。

　区民生活部

　教育委員会事務局
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５  報    告 　

（１）

・

６  配布資料 　

（１）

①
②

（２）

①

（３）

①

（４）

①

　職員の懲戒処分について（使用料滞納分の不適切な事務処理）

　職員の懲戒処分について

　職員の懲戒処分について（使用料滞納分の不適切な事務処理）

　事務局から説明を受け、内部統制評価報告書における重大な不備に該当するか
否かの判断について質疑を行い、被処分職員（都市整備部係長級職員）及び処分
内容（減給10分の１、１箇月）を確認した。

　区民生活部財政援助団体等監査資料
　教育委員会事務局財政援助団体等監査資料

　監査委員月間予定表（令和６年９月～令和７年４月）について

　監査委員月間予定表（令和６年９月～令和７年４月）（案）

　令和６年度　財政援助団体等監査説明聴取について

　令和６年度　財政援助団体等監査実施団体の選定について

　令和６年度財政援助団体等の監査実施団体及び実地監査等対象団体の決定につ
いて（通知）（案）

2


